
1.

会員は、入会時に、以下に定める会費等を、また、第8条第2項、第3項による会員資

格の継続時に、会費を、それぞれ当社に支払うものとします。

入会金2,000円（税込）

会費：4,000円（税込）／年

2. 支払方法等は、当社が別途定めるものとします。


